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安全・安心・安定な給水 関西空港のまち泉南 

平成２６年（２０１４年）６月１日
第 10号 編集  発行／泉 南 市 上 下 水 道 部

〒５９０－０５２１  泉南市樽井７３７番地  ☎０７２－４８２－６５５１

平成23年 3月 11日、東日本大

震災がおきました。地震や津波によ

って、水をきれいにする浄水場や、

水を運ぶ水道管の多くが被害をう

け、水道がとまってしまう「断水」

がおきました。断水によって、水が

飲めなくなったり、トイレやお風呂

が使えなくなったりして、たくさん

の人が生活するのにとても苦労しま

した。今も、被災地ではもとの暮ら

しを取りもどすための取り組みがつ

づけられています。 

 これから災害がおこっても、水道

水がとまらないよう、浄水場や水道

管を新しくして地震にも強いものに

つくりかえるなど、全国の水道にか

かわるたくさんの人たちが努力して

います。 

平成26年 4月から会計基準が変わりました 

 地方公営企業(水道事業)の会計基準が変わりました。その主な影響として、予算額

や貸借対照表の表示が以下の様に変更となります。 

 

1.予算額への主な影響 

・補助金等の収益化による増加 

・退職給付引当金等の引当金の計上による増加 

 

2.貸借対照表への主な影響 

・企業債の計上が「資本」から「負債」に変更 

・退職給付引当金等の引当金が「負債」に計上 

・水道管等の建設に係る補助金等の計上が「資本」から「負債」に変更 
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消費税率変更により上下水道料金等が変わります 

平成26年 6月分（5月ご利用分）からの上下水道料金等が変わります。平成26年

4月 1日より消費税の税率が5%から8%に改定されることに伴い、平成26年 6月

分（5月ご利用分）から8%で計算した料金等で納めていただくことになります。ご使

用されているみなさまには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

★３年以内に水洗化工事を行ってください！ 

下水道が整備されて供用開始の公示(下水道が使用できるようになったことのお知らせ)が行われま

すと、その区域内のくみ取り式トイレは、供用開始の日から３年以内に水洗トイレに改造することが

法律で定められています。又、台所・風呂・洗面等の生活雑排水を公共下水道へ流すための「排水設

備」の設置や浄化槽付トイレについては、浄化槽を廃止して、遅滞なく、公共下水道に流すようにし

なければなりません。 

★水洗化工事は指定業者にご依頼ください！ 

●水洗化工事（排水設備工事）を行うときは、事前に市への届け出が必要です。また、工事は必ず、市

が指定している排水設備工事指定業者（以下、「指定業者」）に依頼してください。        

指定業者一覧はこちら⇒ http://www.city.sennan.osaka.jp/gesui/kouningyousya.pdf （下

水道整備課にもおいています。） 

●市への届け出や貸付制度の利用申し込みなどの手続きは、指定業者を通じて行い、工事完了後には、

市の検査を受けていただく必要があります。もし、指定業者以外の者が工事をし、下水道使用者の届

け出がない場合は「無届工事・無届使用」となります。この場合、下水道料金をさかのぼって請求す

ることになり、大変なご負担となりますのでご注意ください。 

●水洗化工事（排水設備工事）の契約は、指定業者とお客さま自身との間で行っていただくものです。

工事後のトラブルなどを避けるため、次のことに十分ご留意ください。  

   

 下水道についてのお知らせ 

宅地内の漏水修理（修理費用は個人負担となります。） 

泉南市管工事業協同組合 

072-484-1041（平日の午前9時00分～午後5時００分） 

090-1246-5541（24時間対応） 
※ お知り合いの業者がございましたら、そちらでご相談ください。また、工事を依頼される場合

は十分内容を確認して頂きますようお願い致します。泉南市が責任を負うことはできません。 

１．できるだけ複数の指定業者から見積りをとる。       

２．工事内容や費用についてよく説明を受ける。        

３．工事後の修繕などアフターサービスについて十分確認する。

ご相談窓口 
◇受付時間◇月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始を除く）の 

 午前 9時００分～午後5時３０分まで。 

水道の開栓・閉栓 

水道使用者の名義変更 

メーターの検針、集金 

口座振替、水道料金の問い合わせ先 

泉南市上下水道お客さまセンター 

（受託業者）第一環境㈱ 

０７２－４８２－０６００ 
給水申し込み、にごり水、出水不良 

公道上の漏水、水道管工事、その他 

泉南市上下水道部上水道工務課 

０７２－４８２－６５５１ 


